
 

令和７年第４回大和村議会定例会 

一般質問通告一覧（令和７年１２月１２日 金曜日 開催） 

 

No １ 勝山 浩平  

質 問 事 項 要  旨 

１． 学童疎開船「対馬丸」の

慰霊碑建立について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事院勧告による議員や

村長など特別職給与など

の引き上げ反対を求めて 

 

 

 

 

 

３．集落活性化に向けた地域

おこし協力隊の配置を求

めて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）昨年８月、今里・名音・戸円の各区長連名で、村長宛に対馬

丸慰霊碑建立の要望書が提出されている。また、昨年第３回

定例会での一般質問に対しては、「モニュメントや遭難経緯

が分かるプレート等の設置について庁内や関係者と協議し

対応策を検討したい」との答弁がありました。昨年の答弁以

降、慰霊碑建立やモニュメント設置に向けた具体的な検討・

協議は進んでいるのか、その進捗状況について明らかにして

ください。 

 

１）今年度、人事院は国家公務員の給与について、月 3.62％

の引き上げ、期末・勤勉手当を 4.65 ヵ月分へ引き上げると

いうプラス勧告を行っている。本村の令和６年度決算では、

実質単年度収支が赤字となり、基金残高も大幅に減少して

いるなど、財政運営の慎重さが今まで以上に求められる状

況であるが、特別職の給与・報酬の引き上げについて、本村

としては見送るべきではないか。 

 

１）国勢調査においての村の集計値によると、前回と比較して、

集落によっては。人口減少や高齢化が加速していることが明

らかになっている。集落の要望に応じ、地域の活性化のため、

外部人材である地域おこし協力隊を『集落の一員』として迎

え入れ、地元住民と共に地域づくりに取り組む体制を整える

ことはできないか。 

 

 

 



No ２ 市田 実孝   

質 問 事 項 要  旨 

１． 大和中にバス待合所設置

の必要はないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．集落対抗ソフトボール大会

におけるベンチの設置につ

いて 

 

 

 

 

 

１） クラブを終えた学生は、バスの出発まで側溝横のブ

ロックに座ったりして校門の近くで待機している状

況にあるが、屋根付きの待合所集合場所を設置でき

ないか。 

 

２） 見送りする校長先生をはじめ、数人の先生方も行き

交う交通車両を気にしながら、道路上で常に生徒を

見守り車両に気を付けている状況にあるが、保護者

等から要望は出ていなか。 

 

 

３） クラブ活動者は何名か。雨天時などクラブ後、体を

冷やしてバスを待つ状況にあるが、バス通学者は現

在何名いるのか。 

 

４）生徒の健康・安心・安全は各集落バス停まで送り届

け、万全に保護していく必要があると思うが、問題は

ないか。 

 

１） 集落対抗ソフトボール大会は今後も続けていく予定

にあるのか。 

 

２）小雨等雨天時、選手の待機者、観客者のための屋根付

きのベンチ設置は検討できないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No ３ 前田 清和   

質 問 事 項 要  旨 

１．令和８年度、予算編成の

基本方針は 

 

 

２．集落長屋構想の先行きは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）９月の定例会において、村長の村政運営の所信におい

て、７つのマニフェスト（公約）実現に向け、最も重

要視するものは。具体的説明を求めます。 

 

１）現在の進捗状況は、どのようになっているのか。 

 

２）今後の計画は。 

 

３）集落長屋構想自体、今後見直す必要があるのでは。 

 

 



No ４ 奥田 浩一 

質 問 事 項 要  旨 

1. 議会が開催している集

落座談会について 

 

 

２．ＮＨＫの受信料につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）村が回答した現在の進捗状況について。 

 

 

 

１）村内の公用車及び関係車両に設置されているテレビの

数について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No ５ 奥田 忠  

質 問 事 項 要  旨 

１．物価高対応について 

 

 

 

 

 

１）政府は「総合経済対策」の中で、物価高対策として、

自治体が柔軟に使い道を決められる「重点支援地方交

付金」を充実し、家計支援、賃上げ促進など「責任あ

る積極財政」を掲げ、財政出動を拡大させる方針で地

方自治体に対し、重点支援地方交付金による物価対策

を推進することとしています。本村は、重点支援地方

交付金前倒しで、年末までに村民に対し、物価高に対

する対応はでないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


